
労働安全衛生法に規定する産業医関係の法条文 

 

労働安全衛生法の関係条文 労働安全衛生規則の関係条文 

(産業医等) 

第１３条 事業者は、政令で定める規模の事業場（第１３条第１項の政令で定める規模の事業場は、常

時５０人以上の労働者を使用する事業場とする。）ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医

師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者

の健康管理等」という。)を行わせなければならない。 

２ 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備

えた者でなければならない。 

３ 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等に

ついて必要な勧告をすることができる。 

４ 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。 

(産業医の選任) 

第１３条 法第１３条第１項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。 

１ 産業医を選任すべき事由が発生した日から１４日以内に選任すること。 

２ 常時１，０００人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時５００人以上の労働者を従

事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。 

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 

ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 

ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務 

ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 

ホ 異常気圧下における業務 

ヘ さく岩機、鋲びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務 

ト 重量物の取扱い等重激な業務 

チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 

リ 坑内における業務 

ヌ 深夜業を含む業務 

ル 水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他こ

れらに準ずる有害物を取り扱う業務 

ヲ 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、１酸化炭素、

２硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散す

る場所における業務 

ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務 

カ その他厚生労働大臣が定める業務 

３ 常時３，０００人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、２人以上の産業医を選任すること。 

２ 第２条第２項の規定（総括安全衛生管理者の選任）は、産業医について準用する。ただし、学校保健安全法

第２１３条の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校において産業医の職務を行うこととされ

たものについては、この限りでない。 

３ 第８条の規定（衛生管理者の選任の特例）は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条

第１項」とあるのは、「第１３条第１項」と読み替えるものとする。 

 (産業医及び産業歯科医の職務等) 

第１４条 法第１３条第１項の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とする

ものとする。 

１ 健康診断及び面接指導等(法第６６条の８第１項に規定する面接指導(以下「面接指導」という。)及び法

第６６条の９に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持す

るための措置に関すること。 

２ 作業環境の維持管理に関すること。 

３ 作業の管理に関すること。 



４ 前３号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。 

５ 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。 

６ 衛生教育に関すること。 

７ 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。 

２ 法第１３条第２項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。 

１ 法第１３条第１項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必

要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修

了した者 

２ 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学で

あつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習

を履修したもの 

３ 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの 

４ 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者

に限る。)の職にあり、又はあつた者 

５ 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 

３ 産業医は、第１項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対し

て指導し、若しくは助言することができる。 

４ 事業者は、産業医が法第１３条第３項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しく

は助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならな

い。 

５ 事業者は、令第２２条第３項の業務（塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗 ふ つ化水素、黄りんその他歯

又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。）

に常時５０人以上の労働者を従事させる事業場については、第１項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又

はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。 

６ 前項の事業場の労働者に対して法第６６条第３項の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又

は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止する

ため必要な事項を勧告することができる。 

 (産業医の定期巡視及び権限の付与) 

第１５条 産業医は、尐なくとも毎月１回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるとき

は、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、産業医に対し、前条第１項に規定する事項をなし得る権限を与えなければならない。 

第１３条の２ 事業者は、前条第１項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な

医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は１部を行わ

せるように努めなければならない。 

(産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等) 

第１５条の２ 法第１３条の２の厚生労働省令で定める者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有す

る保健師とする。 

２ 事業者は、法第１３条第１項の事業場以外の事業場について、法第１３条の２に規定する者に労働者の健康

管理等の全部又は１部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同条に規定する医師の選任、国が

法第１９条の３に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援

助の事業の利用等に努めるものとする。 

(衛生委員会) （衛生委員会の付議事項） 



第１８条 事業者は、政令で定める規模の事業場法（第１８条第１項の政令で定める規模の事業場は、

常時５０人以上の労働者を使用する事業場とする。）ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対

し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 

１ 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 

２ 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 

３ 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。 

４ 前３号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項 

２ 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第１号の者である委員は、１人とする。 

１ 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理

するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 

２ 衛生管理者のうちから事業者が指名した者 

３ 産業医のうちから事業者が指名した者 

４ 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 

３ 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の

委員として指名することができる。 

４ 前条第３項から第５項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第３項及び第

４項中「第１号の委員」とあるのは、「第１８条第２項第１号の者である委員」と読み替えるものとする。 

第２２条 

（委員会の開催） 

第２３条 

第１９条の３  国は、第１３条の２の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健

康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。  

 

(健康診断) 

第６６条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなけれ

ばならない。 

２ 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、

医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従

事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。 

３ 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、

歯科医師による健康診断を行なわなければならない。 

４ 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基

づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示す

ることができる。 

５ 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定し

た医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行な

うこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したとき

は、この限りでない。 

規則等は省略 

(自発的健康診断の結果の提出) 

第６６条の２ 午後１０時から午前５時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地

域又は期間については午後１１時から午前６時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する

労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働

省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第５項

規則等は省略 



ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。 

(健康診断の結果の記録) 

第６６条の３ 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第６６条第１項から第４項まで及び第５項ただ

し書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。 

規則等は省略 

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) 

第６６条の４ 事業者は、第６６条第１項から第４項まで若しくは第５項ただし書又は第６６条の２の規定によ

る健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づ

き、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は

歯科医師の意見を聴かなければならない。 

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) 

第５１条の２ 第４３条等の健康診断の結果に基づく法第６６条の４の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取

は、次に定めるところにより行わなければならない。 

１ 第４３条等の健康診断が行われた日(法第６６条第５項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の

結果を証明する書面を事業者に提出した日)から３月以内に行うこと。 

２ 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。 

２ 法第６６条の２の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第６６条の４の規定による医師からの意見聴取は、次に定

めるところにより行わなければならない。 

１  当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から二月以内に行うこと。 

２  聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。 

 

（有機則等の特別規則の規定等は省略） 

(健康診断実施後の措置) 

第６６条の５ 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、

当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減尐等の措置

を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員

会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第７

条第１項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公

表するものとする。 

３ 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対

し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。 

第５１条の３ 第２４条の規定は、法第６６条の５第２項の規定による指針の公表について準用する。 

 

平成２０年１月３１日 公示 

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針 

１ 趣旨 

 産業構造の変化、働き方の多様化を背景とした労働時間分布の長短二極化、高齢化の進展等労働者を取り巻

く環境は大きく変化してきている。その中で、脳・心臓疾患につながる所見を始めとして何らかの異常の所見

があると認められる労働者が５割近くに及ぶ状況にあり、仕事や職場生活に関する強い不安、悩み、ストレス

を感じる労働者の割合も年々増加している。さらに、労働者が業務上の事由によって脳・心臓疾患を発症し突

然死等の重大な事態に至る「過労死」等の事案が増加する傾向にあり、社会的にも大きな問題となっているこ

とから、平成１９年の労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２号）改正において、脳・心臓疾患のリス

クをより適切に評価する健康診断項目を追加するなどの措置を講じたところである。 

 このような状況の中で、労働者が職業生活の全期間を通して健康で働くことができるようにするためには、

事業者が労働者の健康状態を的確に把握し、その結果に基づき、医学的知見を踏まえて、労働者の健康管理を

適切に講ずることが不可欠である。そのためには、事業者は、健康診断（労働安全衛生法（昭和４７年法律第

５７号）第６６条の２の規定に基づく深夜業に従事する労働者が自ら受けた健康診断（以下「自発的健診」と

いう。）及び労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）第２６条第２項第１号の規定に基づく二次健

康診断（以下「二次健康診断」という。）を含む。）の結果、異常の所見があると診断された労働者について、

当該労働者の健康を保持するために必要な措置について聴取した医師又は歯科医師（以下「医師等」という。）

の意見を十分勘案し、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転

換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減尐、昼間勤務への転換等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、

施設又は設備の設置又は整備、当該医師等の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会（以下「衛生委員会等」

という。）又は労働時間等設定改善委員会（労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成４年法律第９



０号）第７条第１項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。）への報告その他の適切な措置

を講ずる必要がある（以下、事業者が講ずる必要があるこれらの措置を「就業上の措置」という。）。 

 また、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の趣旨を踏まえ、健康診断の結果等の個々

の労働者の健康に関する個人情報（以下「健康情報」という。）については、特にその適正な取扱いの確保を

図る必要がある。 

 この指針は、健康診断の結果に基づく就業上の措置が、適切かつ有効に実施されるため、就業上の措置の決

定・実施の手順に従って、健康診断の実施、健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取、就業上の措

置の決定、健康情報の適正な取扱い等についての留意事項を定めたものである。 

２ 就業上の措置の決定・実施の手順と留意事項 

（１）健康診断の実施 

 事業者は、労働安全衛生法第６６条第１項から第４項までの規定に定めるところにより、労働者に対し医

師等による健康診断を実施し、当該労働者ごとに診断区分（異常なし、要観察、要医療等の区分をいう。以

下同じ。）に関する医師等の判定を受けるものとする。 

 なお、健康診断の実施に当たっては、事業者は受診率が向上するよう労働者に対する周知及び指導に努め

る必要がある。 

 また、産業医の選任義務のある事業場においては、事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する

産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等について助言を求めることが必要である。 

（２）二次健康診断の受診勧奨等 

 事業者は、労働安全衛生法第６６条第１項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第５項ただ

し書の規定による健康診断（以下「一次健康診断」という。）における医師の診断の結果に基づき、二次健

康診断の対象となる労働者を把握し、当該労働者に対して、二次健康診断の受診を勧奨するとともに、診断

区分に関する医師の判定を受けた当該二次健康診断の結果を事業者に提出するよう働きかけることが適当

である。 

（３）健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取 

 事業者は、労働安全衛生法第６６条の４の規定に基づき、健康診断の結果（当該健康診断の項目に異常の

所見があると診断された労働者に係るものに限る。）について、医師等の意見を聴かなければならない。 

  イ 意見を聴く医師等 

 事業者は、産業医の選任義務のある事業場においては、産業医が労働者個人ごとの健康状態や作業内容、

作業環境についてより詳細に把握しうる立場にあることから、産業医から意見を聴くことが適当である。 

 なお、産業医の選任義務のない事業場においては、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する

知識を有する医師等から意見を聴くことが適当であり、こうした医師が労働者の健康管理等に関する相談

等に応じる地域産業保健センター事業の活用を図ること等が適当である。 

  ロ 医師等に対する情報の提供 

 事業者は、適切に意見を聴くため、必要に応じ、意見を聴く医師等に対し、労働者に係る作業環境、労

働時間、労働密度、深夜業の回数及び時間数、作業態様、作業負荷の状況、過去の健康診断の結果等に関

する情報及び職場巡視の機会を提供し、また、健康診断の結果のみでは労働者の身体的又は精神的状態を

判断するための情報が十分でない場合は、労働者との面接の機会を提供することが適当である。また、過

去に実施された労働安全衛生法第６６条の８及び第６６条の９の規定に基づく医師による面接指導等の

結果に関する情報を提供することも考えられる。 



 また、二次健康診断の結果について医師等の意見を聴取するに当たっては、意見を聴く医師等に対し、

当該二次健康診断の前提となった一次健康診断の結果に関する情報を提供することが適当である。 

  ハ 意見の内容 

 事業者は、就業上の措置に関し、その必要性の有無、講ずべき措置の内容等に係る意見を医師等から聴

く必要がある。 

  (ｲ) 就業区分及びその内容についての意見 

 当該労働者に係る就業区分及びその内容に関する医師等の判断を下記の区分（例）によって求めるもの

とする。 

就業区分 
就業上の措置の内容 

区分 内容 

通常勤務 通常の勤務でよいもの  

就業制限 勤務に制限を加える必

要のあるもの 

勤務による負荷を軽減するため、労働時間の短縮、

出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、

作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減

尐、昼間勤務への転換等の措置を講じる。 

要休業 勤務を休む必要のある

もの 

療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務さ

せない措置を講じる。 

  (ﾛ) 作業環境管理及び作業管理についての意見 

 健康診断の結果、作業環境管理及び作業管理を見直す必要がある場合には、作業環境測定の実施、施設

又は設備の設置又は整備、作業方法の改善その他の適切な措置の必要性について意見を求めるものとす

る。 

  ニ 意見の聴取の方法と時期 

 事業者は、医師等に対し、労働安全衛生規則等に基づく健康診断の個人票の様式中医師等の意見欄に、

就業上の措置に関する意見を記入することを求めることとする。 

 なお、記載内容が不明確である場合等については、当該医師等に内容等の確認を求めておくことが適当

である。 

 また、意見の聴取は、速やかに行うことが望ましく、特に自発的健診及び二次健康診断に係る意見の聴

取はできる限り迅速に行うことが適当である。 

（４）就業上の措置の決定等 

  イ 労働者からの意見の聴取等 

 事業者は、（３）の医師等の意見に基づいて、就業区分に応じた就業上の措置を決定する場合には、あ

らかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話合いを通じてその労働者の了解が得られるよう努めることが

適当である。 

 なお、産業医の選任義務のある事業場においては、必要に応じて、産業医の同席の下に労働者の意見を

聴くことが適当である。 

  ロ 衛生委員会等への医師等の意見の報告等 

衛生委員会等において労働者の健康障害の防止対策及び健康の保持増進対策について調査審議を行い、

又は労働時間等設定改善委員会において労働者の健康に配慮した労働時間等の設定の改善について調査

審議を行うに当たっては、労働者の健康の状況を把握した上で調査審議を行うことが、より適切な措置の



決定等に有効であると考えられることから、事業者は、衛生委員会等の設置義務のある事業場又は労働時

間等設定改善委員会を設置している事業場においては、必要に応じ、健康診断の結果に係る医師等の意見

をこれらの委員会に報告することが適当である。 

なお、この報告に当たっては、労働者のプライバシーに配慮し、労働者個人が特定されないよう医師等

の意見を適宜集約し、又は加工する等の措置を講ずる必要がある。 

 また、事業者は、就業上の措置のうち、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、作業方法

の改善その他の適切な措置を決定する場合には、衛生委員会等の設置義務のある事業場においては、必要

に応じ、衛生委員会等を開催して調査審議することが適当である。 

  ハ 就業上の措置の実施に当たっての留意事項 

 事業者は、就業上の措置を実施し、又は当該措置の変更若しくは解除をしようとするに当たっては、医

師等と他の産業保健スタッフとの連携はもちろんのこと、当該事業場の健康管理部門と人事労務管理部門

との連携にも十分留意する必要がある。また、就業上の措置の実施に当たっては、特に労働者の勤務する

職場の管理監督者の理解を得ることが不可欠であることから、プライバシーに配慮しつつ事業者は、当該

管理監督者に対し、就業上の措置の目的、内容等について理解が得られるよう必要な説明を行うことが適

当である。 

 また、労働者の健康状態を把握し、適切に評価するためには、健康診断の結果を総合的に考慮すること

が基本であり、例えば、平成１９年の労働安全衛生規則の改正により新たに追加された腹囲等の項目もこ

の総合的考慮の対象とすることが適当と考えられる。しかし、この項目の追加によって、事業者に対して、

従来と異なる責任が求められるものではない。 

 なお、就業上の措置は、当該労働者の健康を保持することを目的とするものであって、当該労働者の健

康の保持に必要な措置を超えた措置を講ずるべきではなく、医師等の意見を理由に、安易に解雇等をする

ことは避けるべきである。 

 また、就業上の措置を講じた後、健康状態の改善が見られた場合には、医師等の意見を聴いた上で、通

常の勤務に戻す等適切な措置を講ずる必要がある。 

（５）その他の留意事項 

  イ 健康診断結果の通知 

 事業者は、労働者が自らの健康状態を把握し、自主的に健康管理が行えるよう、労働安全衛生法第６６

条の６の規定に基づき、健康診断を受けた労働者に対して、異常の所見の有無にかかわらず、遅滞なくそ

の結果を通知しなければならない。 

ロ 保健指導 

 事業者は、労働者の自主的な健康管理を促進するため、労働安全衛生法第６６条の７第１項の規定に基

づき、一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対して、医師又は保健

師による保健指導を受けさせるよう努めなければならない。この場合、保健指導として必要に応じ日常生

活面での指導、健康管理に関する情報の提供、健康診断に基づく再検査又は精密検査、治療のための受診

の勧奨等を行うほか、その円滑な実施に向けて、健康保険組合その他の健康増進事業実施者（健康増進法

（平成１４年法律第１０３号）第６条に規定する健康増進事業実施者をいう。）等との連携を図ること。 

 深夜業に従事する労働者については、昼間業務に従事する者とは異なる生活様式を求められていること

に配慮し、睡眠指導や食生活指導等を一層重視した保健指導を行うよう努めることが必要である。 

 また、労働者災害補償保険法第２６条第２項第２号の規定に基づく特定保健指導及び高齢者の医療の確



保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第２４条の規定に基づく特定保健指導を受けた労働者につい

ては、労働安全衛生法第６６条の７第１項の規定に基づく保健指導を行う医師又は保健師にこれらの特定

保健指導の内容を伝えるよう働きかけることが適当である。 

 なお、産業医の選任義務のある事業場においては、個々の労働者ごとの健康状態や作業内容、作業環境

等についてより詳細に把握し得る立場にある産業医が中心となり実施されることが適当である。 

  ハ 再検査又は精密検査の取扱い 

 事業者は、就業上の措置を決定するに当たっては、できる限り詳しい情報に基づいて行うことが適当で

あることから、再検査又は精密検査を行う必要のある労働者に対して、当該再検査又は精密検査受診を勧

奨するとともに、意見を聴く医師等に当該検査の結果を提出するよう働きかけることが適当である。 

 なお、再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者に

その実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤中毒予防規則（昭和４７年労働省令第３６号）、

鉛中毒予防規則（昭和４７年労働省令第３７号）、特定化学物質障害予防規則（昭和４７年労働省令第３

９号）、高気圧作業安全衛生規則（昭和４７年労働省令第４０号）及び石綿障害予防規則（平成１７年厚

生労働省令第２１号）に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が

義務付けられているので留意する必要がある。 

  ニ 健康情報の保護 

  事業者は、雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する

指針（平成１６年厚生労働省告示第２５９号）に基づき、健康情報の保護に留意し、その適正な取扱いを

確保する必要がある。就業上の措置の実施に当たって、関係者に健康情報を提供する必要がある場合には、

その健康情報の範囲は、就業上の措置を実施する上で必要最小限とし、特に産業保健業務従事者（産業医、

保健師等、衛生管理者その他の労働者の健康管理に関する業務に従事する者をいう。）以外の者に健康情

報を取り扱わせる時は、これらの者が取り扱う健康情報が利用目的の達成に必要な範囲に限定されるよ

う、必要に応じて健康情報の内容を適切に加工した上で提供する等の措置を講ずる必要がある。 

ホ 健康診断結果の記録の保存 

事業者は、労働安全衛生法第６６条の３及び第１０３条の規定に基づき、健康診断結果の記録を保存し

なければならない。記録の保存には、書面による保存及び電磁的記録による保存があり、電磁的記録によ

る保存を行う場合は、厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等におけ

る情報通信の技術の利用に関する省令（平成１７年厚生労働省令第４４号）に基づき適切な保存を行う必

要がある。また、健康診断結果には医療に関する情報が含まれることから、事業者は安全管理措置等につ

いて「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照することが望ましい。 

 また、二次健康診断の結果については、事業者にその保存が義務付けられているものではないが、継続

的に健康管理を行うことができるよう、保存することが望ましい。 

 なお、保存に当たっては、当該労働者の同意を得ることが必要である。 

(健康診断の結果の通知) 

第６６条の６ 事業者は、第６６条第１項から第４項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚

生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 

規則等は省略 

(保健指導等) 

第６６条の７ 事業者は、第６６条第１項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第５項ただし

書の規定による健康診断又は第６６条の２の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある

 



と認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。 

２ 労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健

康の保持に努めるものとする。 

(面接指導等) 

第６６条の８ 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定

める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の

方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わ

なければならない。 

２ 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医

師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当

する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。 

３ 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第１項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記

録しておかなければならない。 

４ 事業者は、第１項又は第２項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持する

ために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。 

５ 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考

慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減尐等の措置を講ずるほか、当該医

師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置

を講じなければならない。 

(面接指導の対象となる労働者の要件等) 

第５２条の２ 法第６６条の８第１項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き１週間当たり４０時間を超えて

労働させた場合におけるその超えた時間が１月当たり１００時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者である

こととする。ただし、次項の期日前１月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて面接指

導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。 

２ 前項の超えた時間の算定は、毎月１回以上、１定の期日を定めて行わなければならない。 

 

 (面接指導の実施方法等) 

第５２条の３ 面接指導は、前条第１項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。 

２ 前項の申出は、前条第２項の期日後、遅滞なく、行うものとする。 

３ 事業者は、労働者から第１項の申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。 

４ 産業医は、前条第１項の要件に該当する労働者に対して、第１項の申出を行うよう勧奨することができる。 

 (面接指導における確認事項) 

第５２条の４ 医師は、面接指導を行うに当たつては、前条第１項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項につ

いて確認を行うものとする。 

１ 当該労働者の勤務の状況 

２ 当該労働者の疲労の蓄積の状況 

３ 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況 

 (労働者の希望する医師による面接指導の証明) 

第５２条の５ 法第６６条の８第２項ただし書の書面は、当該労働者の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記

載したものでなければならない。 

１ 実施年月日 

２ 当該労働者の氏名 

３ 面接指導を行つた医師の氏名 

４ 当該労働者の疲労の蓄積の状況 

５ 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況 

 (面接指導結果の記録の作成) 



第５２条の６ 事業者は、面接指導(法第６６条の８第２項ただし書の場合において当該労働者が受けた面接指導を含

む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを５年間保存しなければ

ならない。 

２ 前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び法第６６条の８第４項の規定による医師の意見を記載したものでなけれ

ばならない。 

 (面接指導の結果についての医師からの意見聴取) 

第５２条の７ 面接指導の結果に基づく法第６６条の８第４項の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われ

た後(法第６６条の８第２項ただし書の場合にあつては、当該労働者が面接指導の結果を証明する書面を事業者に

提出した後)、遅滞なく行わなければならない。 

第６６条の９ 事業者は、前条第１項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が

必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならな

い。 

(法第６６条の９に規定する必要な措置の実施) 

第５２条の８ 法第６６条の９の必要な措置は、面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置とする。 

２ 法第６６条の９の必要な措置は、次に掲げる者に対して行うものとする。 

１ 長時間の労働により、疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者 

２ 前号に掲げるもののほか、事業場において定められた法第６６条の９の必要な措置の実施に関する基準に該

当する労働者 

３ 前項第１号に掲げる労働者に対して行う法第６６条の９の必要な措置は、当該労働者の申出により行うものとす

る。 

(健康管理手帳) 

第６７条 都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるもの

に従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該

業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者

については、この限りでない。 

２ 政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必

要な措置を行なう。 

３ 健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 

４ 健康管理手帳の様式その他健康管理手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

 

(病者の就業禁止) 

第６８条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、

厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。 

 

(健康教育等) 

第６９条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措

置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。 

２ 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。 

 

(体育活動等についての便宜供与等) 

第７０条 事業者は、前条第１項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリ

エーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

 

(健康の保持増進のための指針の公表等) 

第７０条の２ 厚生労働大臣は、第６９条第１項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、そ

の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 

事業場における労働者の健康保持増進のための指針（平成 19 年 11月 30日、告示第 4号） 

 

労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成 18年 3月 31日、告示第 3号） 



２ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。 

(健康診査等指針との調和) 

第７０条の３ 第６６条第１項の厚生労働省令、第６６条の５第２項の指針、第６６条の６の厚生労働省令及び

前条第１項の指針は、健康増進法(平成１４年法律第１０３号)第９条第１項に規定する健康診査等指針と調和

が保たれたものでなければならない。 

 

(国の援助) 

第７１条 国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、

作業環境測定及び健康診断の実施の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の

促進その他の必要な援助に努めるものとする。 

２ 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。 

 

 


